
亀 山 市 告 示 第 ４ ６ 号  

 亀 山 市 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 臨 時 ・ 特 別 給 付 金 支 給

事 業 実 施 要 綱 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和 元 年 ７ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 臨 時 ・ 特 別 給 付 金

支 給 事 業 実 施 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 告 示 は 、 「 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 臨 時 ・

特 別 給 付 金 支 給 要 領 」 （ 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 付 け 子 発 ０ ４ ０ １ 第

９ 号 厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 通 知 ） に 基 づ き 、 子 ど も の 貧 困 に

対 応 す る た め 、 未 婚 の ひ と り 親 に 対 し て 、 臨 時 ・ 特 別 の 給 付 措 置

と し て 実 施 す る 、 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 臨 時 ・ 特 別

給 付 金 支 給 事 業 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 給 付 金 の 名 称 ）  

第 ２ 条  こ の 告 示 に よ り 支 給 す る 給 付 金 は 、 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受

給 者 に 対 す る 臨 時 ・ 特 別 給 付 金 （ 以 下 「 給 付 金 」 と い う 。 ） と い

う 。  

 （ 給 付 金 の 支 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  給 付 金 の 支 給 対 象 者 （ 以 下 「 支 給 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、

次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ） 令和元年１１月分の児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８

号 ） に よ る 児 童 扶 養 手 当 （ 以 下 「 児 童 扶 養 手 当 」 と い う 。 ） の

支 給 に 係 る 監 護 等 児 童 （ 同 法 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 監 護 等 児

童 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 父 又 は 母 （ 当 該 児 童 扶 養 手 当 の 支 給

を 受 け る 者 に 限 る 。 ）  

（ ２ ） 市 か ら 令 和 元 年 １ １ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 を 支 給 さ れ る 者 又 は

国 か ら 令 和 元 年 １ １ 月 分 の 児 童 扶 養 手 当 を 支 給 さ れ る 者 で あ っ



て 、 市 が 令 和 元 年 １ ０ 月 ３ １ 日 （ 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に

お け る 住 所 地 で あ る 者  

（ ３ ） 基 準 日 に お い て 婚 姻 を し た こ と が な い 者 で 、 基 準 日 に お い て

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る 者 が い な い も の 又 は 基 準 日

に お い て 当 該 事 情 に あ っ た 者 の 生 死 が 明 ら か で な い も の  

２  前 項 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 該 当

者 」 と い う 。 ） が 死 亡 し た 場 合 （ こ の 項 の 規 定 に よ り 支 給 対 象 者

と な る 者 が 、 こ の 者 に 対 す る 給 付 金 の 支 給 が 決 定 さ れ る 日 ま で の

間 に 死 亡 し た 場 合 を 含 む 。 ） に お け る 支 給 対 象 者 は 、 前 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 基 準 日 に お い て 該 当 者 の 監 護 等 児 童 で あ っ た 者 と

す る 。 た だ し 、 既 に 前 項 に 規 定 す る 者 に 対 し て 給 付 金 の 支 給 が 決

定 さ れ て い る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 給 付 金 の 支 給 等 ）  

第 ４ 条  市 は 、 支 給 対 象 者 に 対 し 、 こ の 告 示 の 定 め る と こ ろ に よ り 、

給 付 金 を 支 給 す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 支 給 対 象 者 に 対 し て 支 給 す る 給 付 金 の 金 額 は 、

１ ７ ， ５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 申 請 受 付 開 始 日 及 び 申 請 期 限 ）  

第 ５ 条  給 付 金 の 申 請 受 付 開 始 日 は 、 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 と す る 。  

２  給 付 金 の 申 請 期 限 は 、 令 和 元 年 １ １ 月 ２ ９ 日 と す る 。 た だ し 、

市長がやむを得ない事情があると認める場合は、令和２年１月３１

日 ま で 延 長 す る こ と が で き る 。  

（ 申 請 及 び 支 給 の 方 式 ）  

第 ６ 条  給付金の支給を受けようとする支給対象者（以下「申請者」

と い う 。 ） は 、 未 婚 の 児 童 扶 養 手 当 受 給 者 に 対 す る 臨 時 ・ 特 別 給

付 金 申 請 書 （ 請 求 書 ） （ 別 記 様 式 。 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） に

よ り 、 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

２  給 付 金 の 支 給 は 、 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。 た だ

し 、 市 長 が 当 該 支 給 方 法 に よ り 難 い と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で

な い 。  



３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 必 要 に 応 じ て 、 戸 籍 謄

本 そ の 他 の 書 類 を 提 出 さ せ る こ と 等 に よ り 、 当 該 申 請 者 が 支 給 対

象 者 に 該 当 す る か 確 認 を 行 う も の と す る  。  

４  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 の 際 、 必 要 に 応 じ て 、 官 公 署

の 発 行 し た 免 許 証 、 許 可 証 、 身 分 証 明 書 等 で あ っ て 、 本 人 の 写 真

を 張 り つ け た も の の 写 し 等 を 提 出 さ せ 、 又 は 提 示 さ せ る こ と 等 に

よ り 、 当 該 申 請 者 の 本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

（ 代 理 に よ る 申 請 ）  

第 ７ 条  代 理 に よ り 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 う こ と が で き

る 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の に 限 る 。  

（ １ ） 申 請 者 の 属 す る 世 帯 の 世 帯 構 成 者  

（ ２ ） 申 請 者 の 居 住 地 と 同 一 の 場 所 を 住 所 又 は 居 住 地 と し 、 生 計 を

同 じ く し て い る 者  

（ ３ ） 法 定 代 理 人 （ 親 権 者 、 未 成 年 後 見 人 、 成 年 後 見 人 、 代 理 権 付

与 の 審 判 が な さ れ た 保 佐 人 及 び 代 理 権 の 付 与 が な さ れ た 補 助 人

を い う 。 ）  

（ ４ ） 親 族 そ の 他 の 平 素 か ら 申 請 人 本 人 の 身 の 回 り の 世 話 を し て い

る 者 等 で 市 長 が 特 に 認 め る も の  

（ 支 給 の 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 申 請 書 を 受 理 し た と き

は 、 基 準 日 の 翌 日 以 後 、 速 や か に 内 容 を 審 査 し 、 支 給 の 可 否 を 決

定 す る も の と し 、 支 給 を 決 定 し た と き は 、 当 該 申 請 者 に 対 し 給 付

金 を 支 給 す る も の と す る 。  

（ 給 付 金 の 支 給 等 に 関 す る 周 知 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 給 付 金 支 給 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 支 給 対 象 者 の 要

件 、 申 請 の 方 法 、 申 請 受 付 開 始 日 等 の 事 業 の 概 要 に つ い て 、 住 民

へ の 周 知 を 行 う も の と す る 。  

（ 申 請 が 行 わ れ な か っ た 場 合 等 の 取 扱 い ）  

第 １ ０ 条  市 長 が 前 条 の 規 定 に よ る 周 知 を 行 っ た に も か か わ ら ず 、

支 給 対 象 者 か ら 第 ５ 条 第 ２ 項 の 申 請 期 限 ま で に 第 ６ 条 第 １ 項 の 規



定 に よ る 申 請 が 行 わ れ な か っ た 場 合 、 当 該 支 給 対 象 者 が 給 付 金 の

支 給 を 受 け る こ と を 辞 退 し た も の と み な す 。  

２  市 長 が 第 ８ 条 の 規 定 に よ る 支 給 の 決 定 を 行 っ た 後 、 申 請 書 の 不

備 に よ る 振 込 不 能 等 が あ り 、 市 が 確 認 等 に 努 め た に も か か わ ら ず 、

申 請 書 の 補 正 が 行 わ れ な い こ と そ の 他 申 請 者 の 責 に 帰 す べ き 事 由

に よ り 支 給 が で き な か っ た と き は 、 当 該 申 請 は 取 り 下 げ ら れ た も

の と み な す 。  

（ 不 当 利 得 の 返 還 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 給 付 金 の 支 給 を 受 け た 後 に 支 給 対 象 者 の 要 件 に

該 当 し な く な っ た 者 又 は 偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 給 付 金 の 支

給 を 受 け た 者 に 対 し 、 支 給 を 行 っ た 給 付 金 の 返 還 を 求 め る も の と

す る 。  

（ 受 給 権 の 譲 渡 又 は 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ ２ 条  給 付 金 の 支 給 を 受 け る 権 利 は 、 譲 り 渡 し 、 又 は 担 保 に 供

し て は な ら な い も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ３ 条  こ の 告 示 に 定 め る も の の ほ か 給 付 金 の 支 給 に 関 し て 必 要

な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  



昭和・平成

年 月 日 電話　　　　　　（　　　　　　）

□Ａ　児童扶養手当振込口座への振込みを希望（受取口座記入欄への記入は不要です。）

□Ｂ　指定の金融機関口座（原則、１．の申請者の口座とします。）への振込みを希望
※Ｂを選択した場合は本人確認書類と振込先金融機関口座確認書類の両方を添付してください（裏面を確認してください）。

【受取口座記入欄】受取方法としてＢを選んだ場合のみ記入してください。

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）を記入してください。

※長期間入出金のない口座を記入しないでください。

□（１）　給付金の支給要件に該当しなくなった。

□（２）　転出等により給付金を申請する自治体に変更があった。

申請取下げ書

記入日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

１．申請者　　

（　フ　リ　ガ　ナ　）

氏　　　　　名

㊞

＊記名押印に代えて署名することができます。

※基準日（令和元年10月31日）より前に、以下の事項に該当することとなったため、申請を取り下げます。

（裏面も必ず確認してください。）

1.銀行
2.金庫
3.信組
4.信連

5.農協
6.漁協
7.信漁連

本・支店
本・支所
出張所

1普通

2当座
金融機関番号

１．申請者     記入日 令和　　　年　　　　月　　　　日

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生年月日 現住所

氏　　　　　名

別記様式（第６条関係）

未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金　申請書（請求書）

亀山市長様

令和元年11月分の児童扶養手当支給等（見込み）市区町村

店番号

男・女
㊞

＊記名押印に代えて署名することができます。
児童扶養手当　証書番号

※裏面の事項（１）～（７）に誓約・同意の上、申請します。

２．受取方法（希望する受取方法のチェック欄（□）に『✓』を入れて、必要事項を記入してください。）

金　融　機　関　名 支 店 名 分類 口 座 番 号
（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

亀山市

受付印

亀山市

受付印



□
□

□

□
□
□

□（７）給付金の支給後、平成30年の所得額が変更となり児童扶養手当の所得制限限度額以上になった場合など、未
婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を
返還します。

支給要件確認書類

※戸籍その他必要な書類

申請内容確認書類

（２．受取方法にＢを選択した場合は、本人確認書類を提出してください。）

※マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券等の写し

振込先金融機関口座確認書類

（２．受取方法にＢを選択した場合は提出してください。）

※受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳やキャッシュカードの写し

（１）申請日において、これまでに婚姻（婚姻の届出をしたもの。）をしたことはありません。
（２）未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給要件に該当する見込みです。なお、申請の後、
基準日（令和元年10月31日）より前に、給付金の支給要件に該当しなくなった場合、又は転出等により給付金を申
請する自治体に変更があった場合には、この申請書を取り下げます。
（支給要件）
　①令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父又は母
　②基準日において、これまでに婚姻（婚姻の届出をしたもの。）をしたことがない者
　③基準日において、事実婚をしていない者又は事実婚の相手方の生死が明らかでない者

（３）未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の支給要件の該当性等を審査するため、亀山市が必
要な税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。

（４）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（５）この申請書は、亀山市において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

（６）亀山市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和２年２
月３日までに、亀山市が申請・請求者に連絡・確認できない場合には、亀山市は当該申請が取り下げられたものと
みなします。

【誓約・同意事項】


